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広
島
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環
境
影
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評
価
に
関
す
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施
行
規
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平
成
十
一
年
広
島
県
規
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二
十
六
号
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の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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附 

則

（
施
行
期
日
）

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
当
該
施
行
に
よ
り
新
た
に
広
島
県
環
境
影
響
評
価
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十

年
広
島
県
条
例
第
二
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
対
象
事
業
と
な
る
事
業
で
あ
っ

て
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
七
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
が
与
え
ら
れ
た
も
の
又
は
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
も
の
（
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
内
容
を
変
更
せ
ず
、
又
は
広
島
県
環
境

影
響
評
価
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
の
み
を
し
て
実
施
さ
れ
る
も

の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
条
例
第
二
章
か
ら
第
六
章
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

ニ 

出
力
が
七
五
、
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で
あ
る
発
電
設
備
の
新
設
を

伴
う
火
力
発
電
所
（
地
熱
を
利
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
変
更
の
工
事

の
事
業

ホ 

出
力
が
五
、
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で
あ
る
風
力
発
電
所
の
設
置
の

工
事
の
事
業

ヘ 

出
力
が
五
、
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で
あ
る
発
電
設
備
の
新
設
を
伴

う
風
力
発
電
所
の
変
更
の
工
事
の
事
業

ニ 

出
力
が
七
五
、
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で
あ
る
発
電
設
備
の
新
設
を

伴
う
火
力
発
電
所
（
地
熱
を
利
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
変
更
の
工
事

の
事
業


